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■ ３. 会議について 

 介護認定審査会は、会長が招集します（合議体の場合は、基本的に合議体の長が召集

します）。 
 会長（あるいは合議体の場合は、合議体の長）及び過半数の委員の出席がなければ会

議は成立しません。 
 保健、医療、福祉のいずれかの委員が欠席の場合には、介護認定審査会を開催し

ないことが望ましいと考えられます。 
 会議の議事は、出席した委員の過半数により決定します。可否が同数の場合は、会長

（あるいは合議体の場合は、合議体の長）の意見により決定します。 
 委員間の意見調整によって、可能な限り合意を得ることが重要です。 
 必要に応じて、審査対象者及びその家族、介護者、主治医、認定調査員及びその

他の専門家の意見を聞くことができます。 
 介護認定審査会は、第三者に対して原則非公開とします。 

 

■ ４. その他 

 市町村は、介護認定審査会の開催に先立ち、審査対象者について、氏名、住所などの

個人を特定する情報について削除した上で、一次判定の結果、特記事項の写し、主治

医意見書の写しを委員に事前配布することが望ましいと考えられます。 
 効率的に介護認定審査会を運営するために、介護認定審査会開始前に合議体長又は介

護認定審査会事務局に一次判定結果を修正・変更する必要があると考えられるケース

や意見などを提出してもらい、それに応じて、個別に必要な審査判定時間を確保する

ことは可能です。 
 公平公正な要介護認定を確保するために、合議体間の定期的な連絡会等を開催するこ

とが望ましいと考えられます。 
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図表 5 審査判定手順  
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